
（特例～定款附則）

公立大学法人公立はこだて未来大学　組織図

構成員：１２人以内
任 期：２年

（１）理事長

（２）副理事長

（３）理事長が指名する理事または職員

（４）理事長が任命する学外委員

審議事項（経営に関する重要事項）

（１）中期目標への意見，年度計画（経営に関する

事項）

（２）広域連合長の認可，承認が必要となる事項

（経営に関する事項）

（３）学則（経営に限る），会計規程など経営に係

る重要規程の制定，改廃

（４）予算の作成・執行，決算

（５）自己点検・評価（組織・運営状況）

（６）その他法人の経営に関する重要事項

教育研究審議会

理事長＝学長
任期：２年以上６年を超えない（法人規程で定める）

審議事項（大学運営の特定重要事項）

（１）中期目標への意見，年度計画

（２）広域連合長の認可，承認が必要となる事項

（３）予算の作成・執行，決算

（４）重要な組織の設置・廃止

（５）その他役員会が定める重要事項

構成員：１２人以内
任 期：２年

（１）学長

（２）副理事長

（３）学長が指名する理事

（４）学長が定める教育研究上の重要な組織の長

（５）教育研究審議会が定めるところにより学長が

指名する職員

審議事項（教学に関する重要事項）

（１）中期目標への意見，年度計画（教育研究に関

する事項）

（２）広域連合長の認可，承認が必要となる事項

（教育研究に関する事項）

（３）学則（教育研究に限る）その他教育研究に係

る重要規程の制定，改廃

（４）教員人事に関する事項

（５）教育課程の編成方針

（６）学生修学支援等

（７）学生の入学その他在籍方針，学位授与方針

（８）自己点検・評価（教育研究状況）

函館圏公立大学

広域連合長
監 事（２人）

任期：２年

最初の理事長の任命：

法人の申出に基づくことを要しない

ものとし，広域連合長が任命する。

最初の理事長の任期： 4年

構成員：６人
代表者３人

理事長選考会議

役員会経営審議会

（任命）

（任命）

（理事長候補者を申し出）

審
議
結
果
具
申

審
議
結
果
具
申

代表者３人

法人の業務を監査

（任命）（任命） ・副理事長

・理事（３人以内）

任期：６年を超えない（理事長が定める）

（任命）

特定重要事項については，役員会の議を経る。


